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ヘルスケアICTツールを通じたPHRの利活用による行動変容促進モデル構築のための研究 
 

研究代表者 杉山 雄大 

国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター 室長 

 
研究要旨 

本研究の目的は、厚生労働省が推進するPersonal Health Record (PHR)サービスを俯瞰するとともに、P

HRサービスの利活用に関わる要因の探究と、PHRサービスの利活用とアウトカムとの関連の検討を行うこと

である。また、個々に最適なPHRサービスの提供について検討するとともに、PHRサービスの利活用による行

動変容促進モデルの構築を目指す。厚生労働省はマイナポータルを通じて個人に健診情報等を提供し、個

人が自身の健康状態を理解し、健康行動に対する態度が変わることによって健康状態の改善を目指してい

る。しかし、PHRサービスの効果に関する学術的根拠は依然として乏しく、標準的なサービス展開モデルも

確立されていない。さらに、PHRサービスは多様であり、サービス内容や提供方法にも大きな異質性が存在

する。このような背景があるなか、本研究の初年度は以下の通り進めた。 

【1. PHRサービスの全体像の俯瞰に関する研究】 
本邦におけるPHRサービスの定義や経緯を整理し、PHRサービスと行動変容との関連についての先行文献を

調査した。関連文献のレビューは、国内外の研究を対象とし、特にアンブレラレビューを実施することで効
率的な文献調査を行った。PHRサービスの定義に関しては、複数の定義が存在することが確認され、海外の文
献レビューにおいても、PHRサービスの定義や機能に関連する多様な用語や概念が確認された。PHRサービス
の定義や機能に関する多様性がPHRサービスの効果検証や標準化の障壁となっていることが示唆された。今後
の研究では、PHRサービスの効果をより正確に評価し、標準化されたモデルの確立を目指し、PHRの定義や機
能に関する共通理解の形成、利用者のニーズに応じたサービス設計、そしてエビデンスに基づく政策の推進
が求められる。 
【2. データに基づく行動変容効果の検証に関する研究】 
本邦のPHRサービスの分類を行うとともに、分析データ提供に協力する参画企業の募集方針を整理した。
参画企業の募集方針について厚生労働省健康局と協議の結果、株式会社JMDCからデータ提供を受ける一方
で、他の企業からも参画を募ることとした。募集方針に則り、参画企業の公募と有望企業への声かけを実施
した結果、株式会社JMDCに加え、食事管理機能を中心とするPHRサービスを提供するライフログテクノロジ
ー株式会社からも研究参画の同意を得た。また、PHRサービスの利用者属性とPHR利用との関連、およびPHR
利活用と医療アウトカムとの関連を検討するための分析方針を確定し、分析方針を達成するために必要とな
るデータの抽出要件を確定し、データ提供を受ける準備を整えた。次年度には、これらの企業から提供を受
けたデータの詳細な分析を行い、PHRサービスの効果検証を進める予定である。 
【3. 行動変容促進モデルの構築に関する研究】 

PHR利活用による行動変容促進モデルの構成概念を抽出するため、(1)PHR利用者を対象とした無記名自記
式Web質問票調査【対象者側観点】、(2)PHRを用いた保健指導実施者を対象としたフォーカスグループイン
タビュー調査【支援者側観点】を実施した。 
(1)【対象者側観点】のWeb質問票調査では、株式会社JMDCが運営する健康保険組合の加入者向けPHRサー

ビス「Pep Up」利用者のうち、ランダムで抽出した40歳以上のユーザー7万人を対象に無記名自記式質問票
Web調査データの二次利用を行った。解析対象は、健康診査結果の血圧・血糖・脂質が保健指導判定レベル
基準に1つ以上該当した548名とし、質問票で生活習慣改善のために求めるサポート（サポート希求）を自
由記述でたずねた回答、および基本属性、生活習慣改善に対する行動変容ステージなどを用いた。具体的
サポート希求の回答者は、受診勧奨がある者の割合が高く（p<0.001）、行動変容ステージで無関心期の割
合が低かった（p=0.002）。また、希求するサポート形態区分は、「保健指導レベル」で相違がみられ、積

極的支援該当者は「双方向のコミュニケーション」を挙げる者がみられなかった。 
(2)【支援者側観点】のフォーカスグループインタビュー調査では、PHRを用いた保健指導で行動変容を

促すための手法を検討するため、PHRを用いた保健指導の実施経験を有する保健師、7名、管理栄養士15名
の計22名に、4～5人のグループで90－120分/回の半構造化インタビューを全5回実施した。現在、解析中で
あるが、「モニタリング機能」や「チャット機能」等のPHR機能が対象者の行動変容のきっかけや強化に用
いられていること、PHR導入期（使用1週間以内）から開始期（開始1ヶ月以内）の支援頻度や支援内容がPH

R利活用による行動変容の効果を得る上で重要視されており、PHRに対する関心やITリテラシーに合わせた
導入の検討など、対象者の特性に合わせた限定的なPHR機能の提案等が行われていた。 
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A． 研究目的 

厚生労働省ではマイナポータルを通じた個人への

健診等情報の提供を行うPHRサービスを近年開始し

ている。厚生労働省のPHRサービスでは健康改善へ

のインセンティブはないが、PHRサービスを通じて

自身の健康状態を理解することで健康行動に対する

態度が変わり、健康行動が増え、ひいては健康状態

が改善して医療アウトカムが改善することが期待さ

れる。数少ないエビデンスの1つとして、永井ら1

は、株式会社JMDCのPHRサービスPepUp®へのログイ

ン行動と健診値の改善に正の相関を見出した。しか

し、PHRサービスの効果についての学術的根拠は未

だ乏しく、加えてサービス展開のプロトタイプとな

るべきモデルが確立していない。PHRサービスは民

間主導で様々な工夫がなされており、サービス内容

の異質性が高い。例えば民間医療保険と連携して個

人が自身の健康状態等を改善すると保険料割引等の

インセンティブが与えられるもの、PHRサービスの

特定機能の利用にインセンティブを付与するものな

どがある。多様であるが故、サービス内容を切り分

け、例えば自発的効果のみについて論じることが困

難である。本研究では本邦のPHRサービスを俯瞰す

るとともに、PHRサービスの利活用に関わる要因の

探究と、PHRサービスの利活用（特に自発的効果）

とアウトカム（態度、健康関連行動、健康状態、医

療アウトカム、医療費）との関連の検討を行う。ま

た、個々に最適なPHRサービスの提供について検討

する。併せて、PHRサービスの利活用による行動変

容促進モデルの構築を目指す。 
1年目である今年度はPHRサービスの全体像を俯瞰

すること、行動変容効果検証のための分析データ提
供に協力する企業の募集を行うこと、PHR利活用に
よる行動変容促進モデルの構成概念を抽出するため
のPHR利用者への無記名自記式Web質問票調査やPHR
を用いる保健指導者へのインタビューを目的として
研究を進めた。 
 
B． 研究方法 
本研究は、【PHRサービスの全体像の俯瞰に関す

る研究】、【データに基づく行動変容効果の検証に
関する研究】、【行動変容促進モデルの構築に関す
る研究】の大きな3つのテーマにわけ、研究を推進
した。今年度は、全体班会議1回、厚生労働省訪問2
回、その他研究班員間で月1回以上の打ち合わせな
どを行い、議論を深めた。 
 

（倫理面への配慮） 

データに基づく行動変容効果の検証に関する研究

については、データ提供先が決定するまでが本年度

の研究であり、次年度以降、実際に解析を開始する

際には、倫理審査を受けた上で、法令やガイドライ

ンを遵守して進める。 
PHR利用者の行動変容に対するサポート希求の検

討については、株式会社ハビタスケアの倫理審査委
員会（2021年3月31日付）および新潟県立大学倫理
審査委員会の審査（受付番号2102）にて承認され

た。 
保健師へのインタビュー調査については、新潟県

立大学、国立国際医療研究センターの倫理審査委員
会にて承認された（承認番号:新潟大学：2335、国
立国際医療研究センター：NCGM-S-004823-00） 
 

C． 研究結果 

【1. PHRサービスの全体像の俯瞰に関する研究】 
本邦のPHRサービスの全体像の俯瞰に関しては、P

HRの定義が複数ある状況を確認した。例えば、民間
PHR事業者による健診等情報の取扱いに関する基本
的指針（総務省、厚生労働省、経済産業省）2の定
義では、個人が自らの健康管理に利用可能な「個人
情報の保護に関する法律」上の要配慮個人情報で次
に掲げるもの、及び予防接種歴とされ、具体的には
1) 個人がマイナポータルAPI等を活用して入手可能
な健康診断等の情報、2) 医療機関等から個人に提
供され、個人が自ら入力する情報、3) 個人が自ら
測定又は記録を行うものであって、医療機関等に提
供する情報とされている。このように、PHRの定義
には健診や医療の情報を個人が見に行く方向（「基
本的指針」での1）・2)の役割）と、個人のウェア
ラブルディバイス等にユーザーが蓄積した情報を健
診機関や医療機関に受け渡す方向（「基本的指針」
での3）の役割）との両方を含むものが多いことが
わかった。 
海外の文献も含めたアンブレラレビューに関して

は、38件の論文を抽出し内容確認を実施した。 
PHRの概念と重複する単語として、MeSH Termとし

ての"health records, personal"、"patient porta
ls"などがあった。 
PHRの機能について、調べたレビュー論文の1つの
中では、基本機能として、電子カルテ、行政上・保
険などの健康関連の情報を本人が見る機能が挙げら
れており、応用機能として、薬剤管理機能、医療従
事者と患者のコミュニケーション機能、受診予約管
理機能、教育機能、自身の健康の管理機能があげら
れていた。 
本研究は現在、論文提出準備中であり、次年度の

報告書にて詳細を報告する予定である。 
【2. データに基づく行動変容効果の検証に関する

研究】 
本邦におけるPHRサービスの分類を整理した。加
えて、PHRサービス運営企業の募集方針を定め、厚
生労働省の担当者に確認を取った上で、募集方針に
基づき2023年11月8日～2023年12月8日の期間で国立
国際医療研究センターのHPで参画企業の公募(資料
2)を行うとともに、有望企業への声かけを実施した
結果、株式会社JMDCに加えて、食事管理機能を中心
としたPHRサービスであるカロミルを提供するライ
フログテクノロジー株式会社から研究参画の同意を
取り付けた。 
また、分析に必要となるデータの抽出要件につい

て、株式会社JMDCと協議のうえ確定した。ライフロ

グテクノロジー株式会社から提供を受けるデータに

ついては、次年度の初めに抽出要件を詳細化してい

く予定である。 

【3. 行動変容促進モデルの構築に関する研究】 

(1) PHR利用者の行動変容に対するサポート希求の

検討－PHRサービスの利用者への無記名自記式
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質問票Web調査の二次解析－【対象者側観点】 

1）解析対象者 

解析対象者548名のうち、自由記述でサポート希

求内容を具体的な（「なし」「分からない」等を除

く）内容で回答した「具体的サポート希求回答者

（181名（33.0%））」の平均年齢は53.6（SD＝

6.5）歳、男性が122人（67.4％）であった。当該者

の保健指導レベルは「積極的支援」が15人

（8.5％）、「動機づけ支援」が16人（9.1％）で、

受診勧奨がある者は139人（76.8％）であった。 

2）具体的サポート希求内容の質的検討（KJ法） 

具体的サポート希求内容回答者181名から、全221

コード抽出された。これらのコードは、「食変容」

「食変容を含む複数行動」「その他具体的行動」

「総合変容」のカテゴリーからなる『標的行動』

と、「全般」「一方向の情報提供」「双方向のコミ

ュニケーション」「環境」「インセンティブ」から

なる『サポート形態区分』の2軸で整理された(資料

3)。標的行動別にサポート形態区分を整理したとこ

ろ、『標的行動』ごとの『サポート形態区分』のコ

ード数は、「食変容」では「一方向の情報提供」の

31コード（58.5%）に対し、「環境」が3コード

（5.7％）であったが、食を含まない「その他具体

的行動」では「環境」「インセンティブ」が15コー

ド（32.6％）、13コード（28.3%）を占め、「総合

変容」では「双方向のコミュニケーション」が41コ

ード（49.4%）を占めた。また、「双方向のコミュ

ニケーション」「環境」では、いずれの標的行動に

おいても「人」を介したサポートが含まれ、食事の

写真を見せてアドバイスをしていただくサポート、

専門家による生活の実態確認、定期的なカウンセリ

ング、定期的な医師の助言、運動する仲間がいると

できると思うがいないとなかなか取り組めない、継

続をする為に報告ができる人が必要などのコードが

確認された。 

3）具体的サポート希求内容の回答有無による対象

者の特徴の検討 

具体的サポート希求回答者と無回答者の特徴（属

性、保健指導レベル、受診勧奨の有無、行動変容ス

テージ）の相違を検討したところ、回答者は、受診

勧奨がある者の割合（76.8%）が無回答者（60.7%）

と比べて高かった（p<0.001）。また、回答者の行

動変容ステージは、無関心期の割合が8.3%と1割未

満であり、無回答者の20.6%と比べて低かった

（p=0.002）。 

4）抽出した各カテゴリー該当者の特徴の検討 

標的行動の該当区分（食変容、食変容を含む複数

行動、その他具体的行動、総合変容）によって、属

性、受診勧奨の有無、保健指導レベル、行動変容ス

テージに相違はみられなかったが、サポート形態の

該当区分（一方的な情報提供、双方向のコミュニケ

ーション、環境、インセンティブ、全般）では、

「保健指導レベル」で相違がみられ、積極的支援該

当者が「一方向の情報提供」「環境」「インセンテ

ィブでは、各々6名（40.0%）、4名（26.7%）、5名

（33.3%）みられた一方、「双方向のコミュニケー

ション」は0名（0％）であった（p=0.086）。 

(2) PHR を用いた保健指導で行動変容を促すための

手法の検討－PHR サービスを保健指導として活

用している保健師や管理栄養士へのインタビュ

ー調査－【支援者側観点】 

1）対象者の特徴 

 インタビュー参加者は、保健師7名（31.8％）、

管理栄養士15名（68.8％）で、PHRを用いた保健指

導の経験年数は、1年未満が5人（22.7％）、1年以

上5年未満が12人（54.5％）、5年以上10年未満が2

人（9.1％）、10年以上が3人（13.6％）であった。 

 「PHRを用いた保健指導の行動変容効果に対する

認識」では、全対象者が5点以上で評価し、平均得

点7.4（SD＝1.7）であったのに対し、「対象者の

PHR利活用の容易さに対する認識」では、3点以下が

2人（9.1％）みられ、平均得点も6.0（SD=2.0）と

低かった。 

2）保健指導対象者を対象としたPHR利活用による行

動変容促進の手法 【解析中】 

対象者の行動変容に向けて用いるPHR機能とし

て、「モニタリング機能」や「チャット機能」「目

標設定機能」等あげられた。歩数や食事記録など

「モニタリング（データ入力とそれに基づくフィー

ドバック）機能」は、行動や身体状況の“可視化”

による対象者の“気づき”によって、チャット機

能」は、利活活用状況に合わせた“励まし”や目標

達成状況等に対する“評価”が得られることによっ

て、対象者の行動のきっかけや強化につながること

が期待され、高頻度で用いられていた。 

また、PHRの利活用により行動変容につなげる上

で、PHR導入期（使用1週間以内）、開始期（開始1

ヶ月以内）の支援頻度や支援内容が重要視されてお

り、PHRに対する関心やITリテラシーに合わせた導

入の検討、電話等を含む説明・フォローアップの実

施、さらにPHRの受容や行動変容に向けた意欲（行

動変容ステージ）の低い人に対し「モニタリング機

能のみを使用してもらう」など、対象者の特性に合

わせた限定したPHR機能の提案等が行われていた。 

 

D． 考察 

【1. PHRサービスの全体像の俯瞰に関する研究】 
本邦におけるPHRサービスの定義について関連す

る学協会のホームページや省庁の検討会資料などを
確認し、PHRに関する定義をまとめる作業の中では、
本邦の実際にPHRの用語が指す範囲については立場
によって認識に違いがあることが判明した。このこ



 

4 
 

とが、PHRを論じる際に同床異夢の状況に陥りやすい
原因であると考えられた。また、本邦においては特に、
学術的な検討よりも先に産業分野での開発・推進が
先んじている印象があり、本邦においてエビデンス
を蓄積することの重要性が認識された。 
文献レビューは論文作成の中途であるが、PHRを示

す英語の概念も複数含まれていることが確認され

た。これらの状況を概説し、PHRの現況と課題を報

告することが重要と考えられた。 

【2. データに基づく行動変容効果の検証に関する

研究】 

データ分析を行う上で、本邦の代表的なPHRサー

ビスを俯瞰した。保険者との契約に基づくサービス

である株式会社JMDCのPepUp®に関しては、レセプト

情報、特定健診情報等とも結合可能であり、行動変

容などをある程度同定可能であること、薬の情報や

健康情報を「みにいく」機能が特徴的であると考え

られた。一方で、食事内容や運動内容を記録して、

保健指導などに際して「みせる」機能については、

それに特化したPHRサービスが得意な分野であり、

これらについても効果検証することの意義が確認さ

れた。一方で、保険者の視点からのデータのよう

な、長期間のフォローアップを行う体制が取れてい

ないため、これらの効果を長期間追うためには、現

時点の情報を捕捉するスキームでは難しいことが考

えられた。 

【3. 行動変容促進モデルの構築に関する研究】 

PHR利活用による行動変容促進モデル構築に向

け、PHR利用者（対象者）PHRを用いた保健指導実施

者（支援者）双方の観点からモデルの構成概念（行

動変容のメディエーター）の抽出を試みた。その結

果、まず、対象者側の観点から、対象者が希求する

サポートには「行動変容の標的（標的行動）」があ

り、標的行動ごとに希求する「サポート形態」が異

なること、そのサポート希求状況や内容は、対象者

の特性（行動変容ステージや保健指導レベル）によ

っても異なる可能性が示唆され、PHR利活用による

行動変容の促進には、個々人のニーズや行動変容ス

テージ、保健指導レベル等の背景を踏まえた「PHR

の機能」推奨の必要性がうかがえた。さらに、現在

解析中であるが、保健指導実施者（支援者）側の観

点からも、対象者のPHRに対する関心やITリテラシ

ー、行動変容に対する態度（行動変容ステージな

ど）等を考慮した個々人の「タイミング」に適合し

た「PHR機能」の推奨が、PHRの受容や利活用による

行動変容の開始・継続の動機づけを促す可能性がう

かがえた。加えて、支援者側は、PHRの利活用が対

象者の行動変容につながりやすくなるという効果に

対する認識（効力期待）を有する一方、現在のPHR

の対象者にとっての利活用の「容易さ」「使いやす

さ」には課題を感じていることも示唆された。 

 

E． 結論 
本研究は、【PHRサービスの全体像の俯瞰に関す

る研究】、【データに基づく行動変容効果の検証に
関する研究】、【行動変容促進モデルの構築に関す
る研究】の大きな3つのテーマにわけ、研究を推進
した。 
1年目である本年度は、【PHRサービスの全体像の

俯瞰に関する研究】については本邦におけるPHRサ
ービスの俯瞰およびPHRサービスに関連する文献の
レビューを行い、PHRの概念とそれに相当する単語
が複数あることがわかり、これらの状況を概説する
ことの重要性が示唆された。【データに基づく行動
変容効果の検証に関する研究】については、参画企
業の公募を行うとともに、有望企業への声かけを実
施した結果、株式会社JMDCとライフログテクノロジ
ー株式会社から研究参画の同意を取り付けた。【行
動変容促進モデルの構築に関する研究】について
は、PHRの利活用による行動変容には、対象者の健
康状態（保健指導レベルや受診勧奨状況）や、行動
変容に対する態度（行動変容ステージ）、ITリテラ
シー等を考慮した「サポート形態（支援法）」や
「標的行動」の検討が必要となる可能性が示唆され
た。 
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資料 1: 本邦の PHR サービスの全体像の俯瞰についての実務担当者会議資料 
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資料 2: 参画企業の公募  
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資料 3: PHR 利用者のサポート希求内容 
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・
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ポ
ー

ト
を
回
答

し
た

も
の

を
「

食
変

容
を
含
む
複

数
行

動
」

，
　

　
食

の
行

動
変

容
に

関
す

る
サ

ポ
ー

ト
以
外

の
「

運
動
」

な
ど

，
具

体
的

な
行

動
変

容
に

関
す

る
サ

ポ
ー

ト
を
回
答

し
た

も
の

を
「
そ

の
他

具
体

的
標

的
行

動
」

，
生

活
習
慣
全
般

の
変

容
な

ど
に

関
す

る
サ

ポ
ー

ト
の

み
を
回
答

し
た

も
の

を
「
総

合
変

容
」

と
定
義

し
た

．

‡
 
 
表
中

数
値
は

，
コ

ー
ド

数
（
対
象

者
数

）
を
示

す
（
全

22
1コ

ー
ド

（
1
8
1
名

）
)
．

§
 
 
サ

ポ
ー

ト
区

分
は

，
サ

ポ
ー

ト
源

を
特

定
し

な
い

も
の

を
「
全
般
」

，
情

報
提

供
や

セ
ル

フ
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
な

ど
受

け
身

の
サ

ポ
ー

ト
を
「
一

方
向

の
情

報
提

供
」

，
客
観

的
な

評
価

や
，

ア
ド

バ
イ

ス
を

求
め

る
能

動
的

な
サ

ポ
ー

ト
を

　
　
「
双

方
向

の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ

ン
」

，
生

活
習
慣

改
善

に
関

わ
る
周
囲

の
体
制

に
サ

ポ
ー

ト
を

求
め

る
も

の
を
「
環
境
」

，
イ

ン
セ

ン
テ
ィ
ブ

に
関

す
る

も
の

を
「

イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ブ
」

と
定
義

し
た

．

†
 
「

な
し
」
「

わ
か

ら
な

い
」

の
回
答

を
除

く
．

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

24
（

24
）

サ
ポ
ー
ト
区
分

†

標
的
行
動

‡

双
方
向
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

70
（

52
）

全
般

17
（

15
）

一
方
向
の
情
報
提
供

68
（

65
）

環
境

42
（

37
）

食
変
容

　
53
（

51
）

食
変
容
を
含
む
複
数
行
動

39
（

15
）

そ
の
他
具
体
的
行
動

46
（

43
）

総
合
変
容

83
（

72
）
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  厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 
 分担研究報告書 

 

PHRサービスの全体像の俯瞰に関する研究 
 
研究代表者 杉山 雄大   国立国際医療研究センター研究所 糖尿病情報センター 室長 
 
研究分担者 玉浦 有紀   新潟県立大学 人間生活学部健康栄養学科 講師 
      徳渕 慎一郎  株式会社JMDC 医療機関支援事業本部 執行役員 

 

研究協力者 射場 在紗   国立国際医療研究センター研究所 国際医療協力局グローバルヘルス 

政策研究センター 上級研究員 

      谷口 雄大   国立国際医療研究センター研究所 国際医療協力局グローバルヘルス 

政策研究センター 特任研究員 

      浜田 貴之   株式会社JMDC デジタル＆データ新規事業部 執行役員 

安部 奈保子  株式会社JMDC 公共政策・産学連携部 

      関口 雅啓   株式会社JMDC デジタル＆データ新規事業部 

      尾谷 和則   株式会社JMDC インシュアランス＆ヘルスケア本部  

  
研究要旨 
本研究の目的は、厚生労働省が推進するPHRサービスの全体像を俯瞰し、その現状と課題を明らかにする

ことである。厚生労働省はマイナポータルを通じて個人に健診情報等を提供し、個人が自身の健康状態を理
解し、健康行動に対する態度が変わることによって健康状態の改善を目指している。しかし、PHRサービス
の効果に関する学術的根拠は依然として乏しく、標準的なサービス展開モデルも確立されていない。さらに、
PHRサービスは多様であり、サービス内容や提供方法にも大きな異質性が存在する。本研究の初年度は、「P
HRサービスの全体像の俯瞰および関連文献のレビュー」、「PHRサービスを活用した保健指導者への調査」
の目的を達成するために研究を行った。 

PHRサービスの全体像の俯瞰に関しては、本邦におけるPHRサービスの定義や経緯を整理し、PHRサービ
スと行動変容との関連についての先行文献を調査した。関連文献のレビューは、国内外の研究を対象とし、
特にアンブレラレビューを実施することで効率的な文献調査を行った。PHRサービスの定義に関しては、複
数の定義が存在することが確認された。例えば、総務省、厚生労働省、経済産業省が策定した定義では、PH
Rは個人が自身の健康管理に利用可能な情報として、健康診断情報、医療機関から提供される情報、個人が自
ら測定または記録する情報を含むとされている。医療機関や健康診断実施機関から患者の方向、患者から医
療機関や保健指導実施機関の方向など、複数の概念を含むため、混乱を生じていることが推測された。 
海外の文献レビューにおいても、PHRに関連する多様な用語や概念が確認された。例えば、"personal he

alth records"、"patient portals"、"patient generated health data"などの用語が使用されており、それぞ
れが異なる側面や機能を強調していることがわかった。PHRの機能としては、電子カルテの閲覧、薬剤管理、
医療従事者とのコミュニケーション、受診予約管理、教育機能、自身の健康管理機能などが挙げられていた。 
現在までの調査結果から、PHRサービスの定義や機能に関する多様性が確認され、これがPHRサービスの効
果検証や標準化の障壁となっていることが示唆された。 
今後の研究では、PHRサービスの効果をより正確に評価し、標準化されたモデルの確立を目指すことが重

要である。これには、PHRの定義や機能に関する共通理解の形成、利用者のニーズに応じたサービス設計、
そしてエビデンスに基づく政策の推進が求められる。 
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A． 研究目的 
厚生労働省ではマイナポータルを通じた個人への

健診等情報の提供を行うPHRサービスを近年開始し

ている。厚生労働省のPHRサービスでは健康改善へ

のインセンティブはないが、PHRサービスを通じて

自身の健康状態を理解することで健康行動に対する

態度が変わり、健康行動が増え、ひいては健康状態

が改善して医療アウトカムが改善することが期待さ

れる。数少ないエビデンスの1つとして、永井ら1

は、株式会社JMDCのPHRサービスPepUp®へのログイ

ン行動と健診値の改善に正の相関を見出した。しか

し、PHRサービスの効果についての学術的根拠は未

だ乏しく、加えてサービス展開のプロトタイプとな

るべきモデルが確立していない。PHRサービスは民

間主導で様々な工夫がなされており、サービス内容

の異質性が高い。例えば民間医療保険と連携して個

人が自身の健康状態等を改善すると保険料割引等の

インセンティブが与えられるもの、PHRサービスの

特定機能の利用にインセンティブを付与するものな

どがある。多様であるが故、サービス内容を切り分

け、例えば自発的効果のみについて論じることが困

難である。 

このように多種多様なPHRサービスが提供されて

いるなか、1年目である今年度は以下の2点を目的と

して進めた。 

(1) PHRサービスの俯瞰およびPHRサービスに関連す

る文献のレビュー 

PHRの概念を整理し、本邦におけるPHRに関する

経緯、PHRサービスの俯瞰を行った。また、PHRサ

ービスと行動変容との関連について先行文献の調

査を行った。 

(2) PHRサービスを活用した保健指導者への調査 

PHRサービスを活用した行動変容の事例として

保健指導の文脈で対象者の行動変容を促すために

PHRがどのように用いられているのか、その実態

や活用における課題を明らかにするため、保健指

導に携わる保健師や管理栄養士へのインタビュー

調査を実施することとした。なお、当調査の「B.

研究方法」以降については、後述する「分担報告

書：行動変容促進モデルの構築に関する研究」に

おいて報告する。 
 
B． 研究方法 
(1) PHRサービスの俯瞰およびPHRサービスに関連す

る文献のレビュー 

本邦におけるPHRサービスの定義について、関連

する学協会のホームページや省庁の検討会資料など

を確認し、PHRに関する定義をまとめた。 

また、先行文献の調査について、もともとは本邦

におけるPHRへのアクセスやPHRの効果についての研

究を調べる予定であったが、本邦では数が限られて

いることから、海外も含めた文献レビューを行うこ

ととした。さらに、海外ではすでに数千を超える文

献があり、全てをレビューするのは効率的でないと

考え、アンブレラレビュー（レビュー論文のレビュ

ー）を行う方針とした。 

検索式の概要としては以下の通りである。PubMed

を含めた複数の文献データベースを用いて、以下の

定義のA-Dについて「A & (B OR C) & D」のreview,

 systematic reviewを抽出した： 

A: PHRの概念に当てはまるもの 
同義または含まれる概念の言葉として使われてい
るものは含めるようにした 
eHealthやmHealthは別の文脈でも多く使われてい
たので、条件として含めなかった 
B: セルフケア、行動変容などを示すもの 
C: 利用、受容、アクセス（の向上）などを示すもの 
D: 機能 
本レビューをまとめるにあたっての視点（リサーチ

クエスチョン）として、以下のものを挙げた： 
n PHRを指す言葉に何があるか？ 
n PHRの機能には何が挙げられるか？ 
n PHRの機能ごとに、それらのアクセスと関連

する要因は？ 
n PHRの機能ごとに、それらの効果は？ 

(2) PHRサービスの利用者およびPHRサービスを活用

した保健指導者への調査 

先述のとおり、当調査の研究方法については「分

担報告書：行動変容促進モデルの構築に関する研

究」において報告する。 

 

（倫理面への配慮） 
 保健師へのインタビュー調査については、新潟県
立大学、国立国際医療研究センターの倫理審査委員
会にて承認された（承認番号:新潟大学：2335、国
立国際医療研究センター：NCGM-S-004823-00）。 
 
C． 研究結果 
(1) 本邦におけるPHRサービスの俯瞰およびPHRサー 

ビスに関連する文献のレビュー 

本邦のPHRサービスの全体像の俯瞰に関しては、P

HRの定義が複数ある状況を確認した。例えば、民間

PHR事業者による健診等情報の取扱いに関する基本

的指針（総務省、厚生労働省、経済産業省）2の定義

では、個人が自らの健康管理に利用可能な「個人情

報の保護に関する法律」上の要配慮個人情報で次に

掲げるもの、及び予防接種歴とされ、具体的には1)

 個人がマイナポータルAPI等を活用して入手可能な

健康診断等の情報、2) 医療機関等から個人に提供

され、個人が自ら入力する情報、3) 個人が自ら測

定又は記録を行うものであって、医療機関等に提供

する情報とされている。また、一般社団法人PHR普

及推進協議会3の定義では、「保健医療情報等を国

⺠・患者の病気の予防・健康づくり等に活用する、

国⺠・患者が自ら利用する ICT を活用したサ ービ

スで、情報提供機能、リコメンド機能、管理・閲覧

機能、第三者提供機能のいずれかを含むもの。管

理・閲覧機能には、ウェアラブル端末等を通じて日
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常的に記録される情報(ライフログ)等の健康に関連

する情報の収集を含む。」とされている。さらに、

一般財団法人日本情報経済社会推進協会4の定義で

は、「健康に関する個人情報を、生涯にわたり本人

が電子的に閲覧し管理することにより、本人の健康

に関する意思決定に資する仕組み又は仕組みを通じ

て管理されるデータ」とされている。 

このように、PHRの定義には健診や医療の情報を

個人が見に行く方向（「基本的指針」での1）・2)

の役割）と、個人のウェアラブルディバイス等にユ

ーザーが蓄積した情報を健診機関や医療機関に受け

渡す方向（「基本的指針」での3)の役割）との両方

を含むものが多いことがわかった。 

海外の文献も含めたアンブレラレビューに関して

は、38件の論文を抽出し内容確認を実施した。 

PHRの概念と重複する単語として、MeSH Termとし

ての"health records, personal"、"patient porta

ls"のほか、"personal health records”, "person

al medical record”, "personal medical record

s”, "patient portal”, "patient portals”, "P

HR"[All Fields], "patient web portal”, "patie

nt web portals”, "Personal health data”, "pe

rsonal health information”, "Patient Generate

d Health Data"[All fields], "personally contro

lled electronic health record”, "pcehr”など

があった。関連するMeSH Termとして、これらの他

には"Patient Generated Health Data"があった。 

PHRの機能について、例えばHarahapらのレビュー

論文5では、基本機能として、電子カルテ、行政上・

保険などの健康関連の情報を本人が見る機能が挙げ

られており、応用機能として、薬剤管理機能、医療

従事者と患者のコミュニケーション機能、受診予約

管理機能、教育機能、自身の健康の管理機能があげ

られていた。 

本研究は現在、論文提出準備中であり、次年度の

報告書にて詳細を報告する予定である。 

(2) PHRサービスの利用者およびPHRサービスを活用

した保健指導者への調査 

当調査の研究結果については「分担報告書：行動

変容促進モデルの構築に関する研究」において報告

する。 

 

D． 考察 
本邦におけるPHRサービスの定義について関連す

る学協会のホームページや省庁の検討会資料などを
確認し、PHRに関する定義をまとめる作業の中では、
本邦の実際にPHRの用語が指す範囲については立場
によって認識に違いがあることが判明した。このこ
とが、PHRを論じる際に同床異夢の状況に陥りやすい
原因であると考えられた。また、本邦においては特に、
学術的な検討よりも先に産業分野での開発・推進が
先んじている印象があり、本邦においてエビデンス
を蓄積することの重要性が認識された。 
文献レビューは論文作成の中途であるが、PHRを示

す英語の概念も複数含まれていることが確認された。

それぞれの言葉には、PHRの複数の機能のうち一部に
注目したものもあれば（patient portalなどー「基
本的指針」の1）、2)の部分に相当する）、複数をカ
バーする概念としてのpersonal health recordsな
どの言葉も挙げられた。これらの状況を概説し、PHR
の現況と課題を報告することが重要と考えられた。 

 
E． 結論 
本邦におけるPHRサービスの俯瞰およびPHRサービ

スに関連する文献のレビューを行った。概念とそれ

に相当する単語が複数あることがわかり、これらの

状況を概説することの重要性が示唆された。 

 

F． 健康危険情報 
特記事項なし 

 
G． 研究発表 

1. 論文発表 
特になし 

2. 学会発表 
特になし 

 
H． 知的財産権の出願・登録状況 
特になし 

 
I． 謝辞 
この研究を進めるにあたり、多大なるご支援とご

協力をいただきました永井克彦様に心から感謝申し

上げます。 
 
引用文献： 
1. 永井克彦, 山本信一, and 米山高生. "健康アプ
リへのログインに因る 「マイナスのモラルハザ
ード」 大量データを用いた被保険者の健康増進
をめぐるインセンティブに関する研究." 生活経
済学研究 53 (2021): 107-130. 

2. 総務省、厚生労働省、経済産業省. 民間PHR事業
者による健診等情報の取り扱いに関する基本的
指針. 2021. https://www.meti.go.jp/press/2021
/04/20210423003/20210423003-1.pdf（2024年5
月14日閲覧）. 

3. 一般社団法人PHR普及推進協議会. 民間事業者
のPHRサービスに関わるガイドライン（第2版）.
 2022. https://phr.or.jp/wp-content/uploads/20
22/10/guideline_20221021.pdf（2024年5月14日
閲覧）.  

4. 上河辺康子. 国内ヘルスケアサービス動向と P
HR 利活用について. JIPDEC電子情報利活用
研究部レポート（2021年度）. https://www.jipd
ec.or.jp/library/report/u71kba0000017at2-att/2
0210706.pdf（2024年5月14日閲覧）. 

5. Harahap NC et al. Functionalities and Issu
es in the Implementation of Personal Healt
h Records: Systematic Review. J Med Inter
net Res 2021;23(7);e26236. 
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資料1: 本邦のPHRサービスの全体像の俯瞰についての実務担当者会議資料
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  厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

 分担研究報告書 

 

データに基づく行動変容効果の検証に関する研究 
 
研究代表者 杉山 雄大   国立国際医療研究センター研究所 研究所糖尿病情報センター 室長 
 
研究分担者 玉浦 有紀   新潟県立大学 人間生活学部健康栄養学科 講師 
      東 尚弘    東京大学大学院 医学系研究科公衆衛生学分野 教授 
      後藤 励    慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 教授 
      徳渕 慎一郎  株式会社JMDC 医療機関支援事業本部 執行役員 

 

研究協力者 射場 在紗   国立国際医療研究センター研究所 国際医療協力局グローバルヘルス 

政策研究センター 上級研究員 

      谷口 雄大   国立国際医療研究センター研究所 国際医療協力局グローバルヘルス 

政策研究センター 特任研究員 

浜田 貴之   株式会社JMDC デジタル＆データ新規事業部 執行役員 

安部 奈保子  株式会社JMDC 公共政策・産学連携部 

      関口 雅啓   株式会社JMDC デジタル＆データ新規事業部 

尾谷 和則   株式会社JMDC インシュアランス＆ヘルスケア本部 

 
 
研究要旨 
本研究の目的は、Personal Health Record (PHR) サービスの利用に関わる要因を探り、PHRサービスの利

活用が個人の健康関連態度、健康行動、健康状態、医療アウトカム、そして医療費に与える影響を検証する
ことである。複数の企業からデータ提供を受けることで、PHRサービスの多様な内容や属性に基づく効果の異
質性に注目し、個々のユーザーに最適なPHRサービスの提供方法を見出すことを目指している。 
初年度である本年度は、分析データ提供に協力する企業を確保し、具体的な分析仮説に基づいてデータの抽
出要件を確定することを目標とした。参画企業の募集方針については、班会議と厚生労働省訪問を通じて議
論を行い、適宜班員による確認・修正を繰り返しながら進めた。第1回班会議では、厚生労働省健康局健康課
と研究班のメンバーが参加し、参画企業募集の方針を議論した。また、厚生労働省訪問では、第1回の班会議
の議論を踏まえ、PHRサービスの分類や参画企業の募集方針について議論し、企業の公募と有望企業への声か
けを実施することとした。 
次に、PHRサービスの利用者属性とPHR利用との関連、およびPHR利活用と医療アウトカムとの関連を検討す

るための分析方針を確定した。具体的には、PHR導入保険者に加入する被保険者のPHR利用者と非利用者の属
性比較を行い、属性や健診値、行動変容ステージなどの背景因子を調整・層別化した上で、PHRサービスの利
用状況を曝露因子としてアウトカムを比較分析する。曝露因子としては、PHRサービスへの登録有無、ログイ
ン頻度、特定機能の利用有無などが考えられる。 
第1回班会議では、本邦で提供されているPHRサービスの分類を進め、多様なPHRサービス事業者に参加を促

す方針を確認した。また、厚生労働省訪問では、PHRサービスの分類と参画企業の募集方針をまとめ、株式会
社JMDCからデータ提供を受ける一方で、他の企業からも参画を募る方針を決定した。結果として、株式会社J
MDCに加え、食事管理機能を中心とするPHRサービスを提供するライフログテクノロジー株式会社からも研究
参画の同意を得た。これにより、分析に必要となるデータの抽出要件を確定し、データ提供を受ける準備が
整った。 
PHRサービスの分析にあたり、本邦の代表的なPHRサービスを俯瞰した結果、株式会社JMDCのPepUp®は、レ

セプト情報や特定健診情報と結合可能であり、行動変容の同定に適していることが確認された。一方で、食
事や運動内容を記録するPHRサービスについても効果検証の必要性が認識された。しかし、長期間のフォロー
アップ体制の不足など、いくつかの課題も明らかとなった。 
今年度は、分析データ提供に協力する企業の確保を目指し、参画企業の公募と有望企業への声かけを実施し
た結果、株式会社JMDCおよびライフログテクノロジー株式会社からの研究参画同意を得た。次年度には、こ
れらの企業から提供を受けたデータの詳細な分析を行い、PHRサービスの効果検証を進める予定である。 
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A． 研究目的 
本研究では、PHRサービスの利活用に関わる要因

の探究と、PHRサービスの利活用（特に自発的効
果）とアウトカム（態度、健康関連行動、健康状
態、医療アウトカム、医療費）との関連の検討を行
う。複数の企業の協力を得て複数のPHRサービスを
分析する点、PHRサービス内容の異質性、PHRサービ
スの属性ごとの効果の異質性に注目し、個々人に最
適なPHRサービスの提供について示唆を得ることを
目標にしている。 
初年度である本年度は、分析データ提供に協力す

る参画企業を確保するための方針を立て、分析仮説
を元に参画が確定した企業から提供を受けるデータ
の抽出要件確定を進めることを目的とした。 
 

B． 研究方法 

 参画企業の募集方針については、計1回の班会議

および計1回の厚生労働省訪問を通して議論を行

い、適宜班員による確認・修正を繰り返しながら進

めた。 

1) 第1回班会議:2023年6月20日 

(厚生労働省健康局健康課から1名、研究班から12名

が参加) 

参画企業募集の方針について作成した資料1に基づ

き議論した。 

2) 厚生労働省訪問:2023年10月18日 
(厚生労働省健康・生活衛生局健康課から2名、研究
班から5名が参加) 
第1回の班会議の議論を踏まえ、PHRサービスの分類

や参画企業の募集方針についてまとめた資料2に基

づき議論した。 

厚生労働省訪問における議論を踏まえ、参画企業

を公募するとともに、有望企業への声かけを実施し

た。 
また、参画企業から提供を受けるデータ抽出要件

を確定するため、下記の通り分析方針を定めた。 
① 各対象者の属性等とPHR利用との関連 
② PHR利活用と医療アウトカムとの関連 

の2点を検討するため、レセプト・特定健診・PH
R利用データ等を用いて後ろ向きコホート研究を
行う。 
①については、PHR導入保険者に加入する被保険

者において、PHR利用者と非利用者の属性の比較を

行う。また、②の分析として、同様の対象者に対し

て属性、健診値や行動変容ステージ等の背景因子を

調整・層別化した上で、PHRサービスの利用状況を

曝露因子として、曝露の違いでその後のアウトカム

（態度、健康関連行動、健康状態、医療アウトカ

ム、医療費）を比較分析する。なお、PHR利活用に

関わる曝露因子としては、登録有無（PHRサービス

提供による介入効果を示唆）、ログイン頻度（一定

回数以上のログインへのインセンティブ等の介入効

果を示唆）、特定機能の利用有無（特定機能の利用

へのインセンティブ等の介入効果を示唆）等が考え

られる。 

 策定した分析方針を実現するために必要となるデ

ータの抽出要件を参画企業と協議のうえ確定したの

ちに、データ提供を受けることとした。 

 

（倫理面への配慮） 
データ提供先が決定するまでが本年度の研究であ

り、次年度以降、実際に解析を開始する際には、倫
理審査を受けた上で、法令やガイドラインを遵守し
て進める。 
 

C． 研究結果 

1) 第1回班会議:2023年6月20日 

資料1に基づき議論した結果、PHRサービスは多岐

にわたることから、本邦で提供されているPHRサー

ビスの分類を進めるとともに、可能な限り様々な類

型のPHRサービス事業者に対して参加を促す募集を

行うこととした。 

2) 厚生労働省訪問:2023年10月18日 
第1回班会議の議論を踏まえ、本邦におけるPHRサ

ービスの分類を整理した。既存のレポートではデー
タの種類、データ取得経路や販売対象といった観点
で分類がされている（経済産業省(2022)「民間PHR
サービスの利活用促進等に向けた調査」）が、本研
究ではこれらの観点に加え、ユーザーの行動変容の
観点からも分類を試みた。 
PHRサービスの分類と今回の研究に参画するPHRサ

ービス運営企業の募集方針をまとめた資料2に基づ
き議論し、PHRサービス運営企業の募集方針を下記
の通り定めた。 
� 研究分担者として参画している徳渕が所属する株

式会社JMDCから、データ解析のためのデータ提供
を受け、研究遂行に必須となる各種データを確保
すること。この場合、研究者としての潜在的利益
相反状態を認識し、データの抽出の実費を研究費
として拠出し、さらに、解析には株式会社JMDCの
者は携わらないこと。 

� 特定サービスに依らない一般化された示唆を分析
から得るため、またJMDC提供データではカバーで
きないPHR機能に関するデータを補強するため、J
MDC以外の企業からも参画を募りデータ提供を受
けること。 

� 参画企業の募集にあたっては、窓口を設け応募企
業を募る公募方式と有望企業へ参画を促す個別の
声かけを並行して進めるアプローチを採用するこ
と。 

� 有望企業の特定に際しては、本邦におけるPHRサ
ービスを俯瞰的にリサーチし利用者募集団のタイ
プや提供機能、インセンティブ設計等サービス特
徴の観点と具体的なPHRサービス例を整理するこ
と。そして本研究において重要な観点をカバーす
るPHRサービスを提供する企業群を有望企業と定
めること。 
策定した募集方針に基づき、2023年11月8日～202

3年12月8日の期間で国立国際医療研究センターのHP

で参画企業の公募(資料3)を行うとともに、有望企

業への声かけを実施した結果、株式会社JMDCに加え

て、食事管理機能を中心としたPHRサービスである

カロミルを提供するライフログテクノロジー株式会

社から研究参画の同意を取り付けた。 

また、分析に必要となるデータの抽出要件につい

て、株式会社JMDCと協議のうえ確定した。ライフロ
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グテクノロジー株式会社から提供を受けるデータに

ついては、次年度の初めに抽出要件を詳細化してい

く予定である。 

 

D． 考察 

データ分析を行う上で、本邦の代表的なPHRサー

ビスを俯瞰した。保険者との契約に基づくサービス

である株式会社JMDCのPepUp®に関しては、レセプト

情報、特定健診情報等とも結合可能であり、行動変

容などをある程度同定可能であること、薬の情報や

健康情報を「みにいく」機能が特徴的であると考え

られた。一方で、食事内容や運動内容を記録して、

保健指導などに際して「みせる」機能については、

それに特化したPHRサービスが得意な分野であり、

これらについても効果検証することの意義が確認さ

れた。一方で、保険者の視点からのデータのよう

な、長期間のフォローアップを行う体制が取れてい

ないため、これらの効果を長期間追うためには、現

時点の情報を捕捉するスキームでは難しいことが考

えられた。 

 

E． 結論 

今年度は分析データ提供に協力する参画企業を確

保するため、国立国際医療研究センターのHPで参画

企業の公募を行うとともに、有望企業への声かけを

実施した結果、株式会社JMDCとライフログテクノロ

ジー株式会社から研究参画の同意を取り付けた。株

式会社JMDCに関しては、分析に必要となるデータの

抽出要件について協議のうえ確定した。 

また、ライフログテクノロジ―株式会社から提供

を受けるデータについては、次年度初旬に抽出要件

を詳細化していく予定である。 

 

F． 健康危険情報 

特記事項なし 

 

G． 研究発表 

1. 論文発表 

特になし 

2. 学会発表 

特になし 
 

H． 知的財産権の出願・登録状況 

特になし 

 

I． 謝辞 

この研究を進めるにあたり、多大なるご支援とご

協力をいただきました永井克彦様に心から感謝申し

上げます。
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資料 1:参画企業の募集方針について（第 1回班会議）資料 
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資料 2:参画企業の募集方針について（厚労省訪問―抜粋） 
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資料 3:参画企業の公募  
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  厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 
 分担研究報告書 

 

行動変容促進モデルの構築に関する研究 
 
研究分担者 玉浦 有紀   新潟県立大学 人間生活学部健康栄養学科 講師 
 
研究代表者 杉山 雄大   国立国際医療研究センター研究所 糖尿病情報センター 室長 
 
研究分担者 東 尚弘    東京大学大学院 医学系研究科公衆衛生学分野 教授 
      後藤 励    慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 教授 
      徳渕 慎一郎  株式会社JMDC 医療機関支援事業本部 執行役員 

 

研究協力者 射場 在紗   国立国際医療研究センター研究所 国際医療協力局グローバルヘルス 

政策研究センター 上級研究員 

      谷口 雄大   国立国際医療研究センター研究所 国際医療協力局グローバルヘルス 

政策研究センター 特任研究員 

      浜田 貴之   株式会社JMDC デジタル＆データ新規事業部 執行役員 

安部 奈保子  株式会社JMDC 公共政策・産学連携部 

      関口 雅啓   株式会社JMDC デジタル＆データ新規事業部 

      尾谷 和則   株式会社JMDC インシュアランス＆ヘルスケア本部 
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      外山 千裕   新潟県立大学 人間生活学部健康栄養学科 

研究要旨 
本研究では、PHR利活用による行動変容促進モデルの構成概念を抽出するため、（1）PHR利用者を対象と

した無記名自記式Web質問票調査【対象者側観点】、（2）PHRを用いた保健指導実施者を対象としたフォー

カスグループインタビュー調査【支援者側観点】を実施した。 
（1）【対象者側観点】のWeb質問票調査では、「行動変容に対するニーズ（ソーシャルサポート希求）」

を検討するため、2021年5月、株式会社JMDCが運営する健康保険組合の加入者向けPersonal Health Recor
d （PHR）サービス「Pep Up」利用者のうち、ランダムで抽出した40歳以上のユーザー7万人を対象に無記
名自記式質問票Web調査データの二次利用を行った。解析対象は、健康診査結果の血圧・血糖・脂質が保健指
導判定レベル基準に1つ以上該当した548名とし、質問票で生活習慣改善のために求めるサポート（サポート

希求）を自由記述でたずねた回答、および基本属性、生活習慣改善に対する行動変容ステージなどを用いた。
サポート希求は、KJ法で類似した内容（コード）をカテゴリー化し、各カテゴリーのコードの列挙者数の分
布を確認した。加えて、サポート希求の自由記述回答者/ 無回答者、およびカテゴリー化したサポート希求内
容の区分で基本属性、保健指導レベル、受診勧奨の有無、行動変容ステージが異なるかをχ2検定または一元
配置分散分析で検討した。具体的サポート希求内容回答者181名から、全221コード抽出され、「食変容」
「食変容を含む複数行動」「その他具体的行動」「総合変容」のカテゴリーからなる『標的行動』と、「全

般」「一方向の情報提供」「双方向のコミュニケーション」「環境」「インセンティブ」からなる『サポート
形態区分』の2軸で整理された。具体的サポート希求の回答者は、受診勧奨がある者の割合が高く（p<0.00
1）、行動変容ステージで無関心期の割合が低かった（p=0.002）。また、希求するサポート形態区分は、
「保健指導レベル」で相違がみられ、積極的支援該当者は「双方向のコミュニケーション」を挙げる者がみら
れなかった。（2）【支援者側観点】のフォーカスグループインタビュー調査では、PHRを用いた保健指導で
行動変容を促すための手法を検討するため、2023年12月～2024年1月、PHRを用いた保健指導の実施経験を

有する保健師、7名、管理栄養士15名の計22名に、4～5人のグループで90－120分/回の半構造化インタビュー
を全5回実施した。現在、解析中であるが、「モニタリング機能」や「チャット機能」等のPHR機能が対象者
の行動変容のきっかけや強化に用いられていること、PHR導入期（使用1週間以内）から開始期（開始1ヶ月
以内）の支援頻度や支援内容がPHR利活用による行動変容の効果を得る上で重要視されており、PHRに対す
る関心やITリテラシーに合わせた導入の検討、電話等を含む説明・フォローアップの実施、さらにPHRの受
容や行動変容に向けた意欲（行動変容ステージ）の低い人に対し「モニタリング機能のみを使用してもらう」

など、対象者の特性に合わせた限定的なPHR機能の提案等が行われていた。 
PHRの利活用による行動変容には、対象者の健康状態（保健指導レベルや受診勧奨状況）や、行動変容に

対する態度（行動変容ステージ）、ITリテラシー等を考慮した「サポート形態（支援法）」や「標的行動」の
検討が必要となる可能性が示唆された。これらを踏まえた「PHR機能」の利活用の在り方の検討とその実践
への適用が望まれる。 
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A． 研究目的 

生活習慣病の発症・重症化予防において重要とな

る健康行動（セルフケア）の促進に向け、PHR利活

用による行動変容が期待されている。一方、PHRは

その機能（データ入力、データや指標の表示（モニ

タリング）、情報提供、チャットなど）により多種

多様なものが含まれ、活用法もデータの記録等のア

プリケーションを単独で用いる場合、カウンセリン

グ等の対面と合わせた利用などが想定されている
1)。先行研究では、PHR機能の特徴の整理をはじ

め、PHR利活用に対する促進要因や障壁の検討や、

その効果検証が進められているが2)、どのような対

象者に、どのPHR機能を、どのように用いれば、医

療アウトカムに関わるセルフケア（行動変容）につ

ながるかは、ほとんど報告がない。現時点では、

PHRの利活用による行動変容促進モデル等として提

唱されておらず、PHR利用者（対象者）側の機能や

使い方に関するニーズや、PHRを用いた支援を担う

医療者側がどのようなモデルや仮説を念頭に置いて

実践に取り組めばよいかは、言語化されておらず、

知識の共有が進んでいない。 
本研究では、PHR利活用による行動変容促進モデ

ル構築の起点として、モデルの構成概念（行動変容

のメディエーター）を抽出することを目的とした。

具体的には、（1）PHR利用者の行動変容に対する

ニーズ（ソーシャルサポート希求）の検討、（2）
PHRを用いた保健指導で行動変容を促すための手法

の検討から、【対象者】【支援者】双方の観点を踏

まえ、モデルを構成し得る概念を得ることとした。 
 
B. 研究方法 

(1) PHR 利用者の行動変容に対するサポート希求

の検討－PHR サービスの利用者への無記名自

記式質問票 Web 調査の二次解析－【対象者側観

点】 

調査時期 2021 年 5月 

調査対象 株式会社 JMDC が運営する健康保険組

合の加入者向け Personal Health Record （PHR）

サービス「Pep Up」利用者のうち、ランダムで抽出

した 40 歳以上のユーザー7万人 

解析対象 質問票回答者（776 名）のうち、健康診

査結果の血圧・血糖・脂質が保健指導判定レベル基

準に 1つ以上該当した 548 名 

調査手法 無記名自記式質問票 Web 調査 
〔主要項目（二次解析データ）〕 
・基本属性 
（性別、年齢、居住形態、就業状況、経済状況） 
・保健指導レベル 
・生活習慣改善に対する行動変容ステージ 
・生活習慣改善のために求めるサポート* 

*生活習慣改善のために求めるサポートは、 
具体的に、生活習慣の改善に取り組むために、 
欲しいと思うサポートがあれば、教えてくださ

い。」という教示で、自由記述で回答を得た。 

統計解析 
1）サポート希求内容の検討 
サポート希求の自由記述に記載のあった者の回

答を KJ法でカテゴリー化し整理した。 

2）サポート希求回答者の特徴の検討 
サポート希求の自由記述回答有無で、基本属性、

保健指導レベル、受診勧奨の有無、行動変容ステ

ージが異なるかを χ2検定または一元配置分散分析

で検討した。 

3）サポート希求の内容による対象者の特徴の検討 
1）で整理されたサポート希求内容の区分ごとに回

答の該当有無で、基本属性、保健指導レベル、受

診勧奨の有無、行動変容ステージが異なるかをχ2

検定または一元配置分散分析で検討した。 
2）3）の解析には、IBM SPSS statistic Ver。29 

for Windows（日本アイ・ビー・エム株式会社）を

用い、有意水準は p<0.05（両側検定）とした。 

（倫理面への配慮） 
対象者には、個人の人権を擁護するための倫理的

配慮について説明文書を提示し、同意が得られた者

に同サイト上で自己記入式質問票の回答を得た。説

明文書では、質問票の回答を提出した時点で、株式

会社 JMDC が保有する直近の健診結果を標準的な

質問票も利用することを示し、回答をもって同意を

得たとみなした。回答者の健診結果と標準的な質問

票は、JMDCがPep Upサービス加入者の ID（BID）

を用いて照合し、質問票と紐づけを行った後、BID
とは異なる ID（unique ID）に付け替え、研究者は、

個人が特定できない unique ID を用いて解析を行っ

た。なお、本研究の調査協力者には、Pep Up サービ

スで使用可能なポイントが譲渡された。本研究は、

株式会社ハビタスケアの倫理審査委員会（2021 年 3
月 31日付）および新潟県立大学倫理審査委員会の審

査（受付番号 2102）で承認を得て実施した。 
 
(2) PHR を用いた保健指導で行動変容を促すため

の手法の検討－PHR サービスを保健指導とし

て活用している保健師や管理栄養士へのインタ

ビュー調査－【支援者側観点】 

調査時期 2023 年 12月～2024 年 1月 

調査対象 JMDC に所属し、保健指導を担当する 2
部署（異なる PHR を利用中）、及び JMDC 関連機

関（企業・病院・行政）の保健指導担当部署に所属す

る保健師、または管理栄養士に調査協力依頼を行い、

保健指導等で、PHR を用いた支援を行ったことがあ

る医療従事者 20 名程度を対象者として選定した。な
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お、所属、地域、使用する PHR サービスの種類は偏

らないよう考慮した。 

調査手法半構造化インタビュー調査（一部、無記名自

記式質問票調査を含む） 
4～5 人のグループで計 5回、90～120 分程度のフ

ォーカスグループインタビューをオンライン（Zoom）

形式で実施し、内容を ICレコーダーで録音した。併

せて、対象者には事前に調査説明し同意を得た上で

google フォームによる自記式質問票調査にも回答い

ただき、指導者としての基本属性（資格・経験年数

など）、PHR 用いた保健指導に対する認識を把握し

た。 

〔インタビューガイド主要項目*〕 

1．保健指導におけるPHR導入について 

① PHRを用いた指導の対象 
② PHR導入の実際と課題 
③ PHR機能の利活用状況とその理由 

2．PHRを利活用した保健指導の効果的な（行動

変容につながる）支援法について 

 ① PHR利活用による対象者の行動変容効果 
に対する認識 

 ② PHRを利活用した行動変容支援の在り方 
に対する認識 

 ③ 行動変容に向けた支援におけるPHR機能 
に対する認識 

 ④ 対象者のPHR継続利用に対する認識 
*インタビューガイドは、2023年6月保健師2名に
PHRを利用した保健指導の概要をヒアリングした 
予備調査の結果と先行研究をもとに作成した。 

〔質問票によるデータ収集項目〕 

PHRを用いた保健指導の 
・経験年数 
・実施頻度（1ヶ月あたりの指導件数） 
・対象者のPHR利活用の容易さに対する認識* 
・使いやすさとしてのPHRの推奨度* 
・PHRを用いた保健指導の行動変容効果に対する 
認識* 

・行動変容を促すツールとしてのPHRの推奨度* 
*経験年数、実施頻度以外の4項目は、0-10点の

11件法で回答を得た。 
 
統計解析 

録音記録から逐語録を作成 し た 後 、

Qualitative Data Analysis （ QDA ）ソフト

（NVivo）を用いて主題分析（thematic analysis）
等で対象者の PHR 利活用を促進・阻害する要因、

その利活用が行動変容につながるか否か（つな

がるとすればどの機能が役立っているか）、利活

用が行動変容につながるにはどのような条件が

必要か等を「PHR の機能」を踏まえて整理する。 

（倫理面への配慮） 
対象者には、研究説明文書を用いて、調査の趣

旨、及び、個人の人権擁護について説明し、書面に

て同意を得た。質問票の回答、およびICレコーダー

で録音したインタビュー内容から作成した逐語録は

個人情報（インタビュー中に含まれた場合）を除外

し、回答者を研究用IDに置換した上で解析に用い

た。尚、インタビュー調査に協力を得た対象者に

は、3,000円のQUOカードを謝礼として配布した。

本調査は、新潟県立大学倫理審査委員会（承認番

号：2335）、国立研究開発法人国立国際医療研究

センター倫理審査委員会（承認番号：NCGM-S-
004823-00）で承認を得て実施した。 
 
C．研究結果 

(1) PHR利用者の行動変容に対するサポート希求の

検討－PHRサービスの利用者への無記名自記式

質問票Web調査の二次解析－【対象者側観点】 

1）解析対象者 

解析対象者548名のうち、自由記述でサポート希

求内容を具体的な（「なし」「分からない」等を除

く）内容で回答した「具体的サポート希求回答者

（181名（33.0%））」の平均年齢は53.6（SD＝
6.5）歳、男性が122人（67.4％）であった。当該者

の保健指導レベルは「積極的支援」が15人
（8.5％）、「動機づけ支援」が16人（9.1％）で、

受診勧奨がある者は139人（76.8％）であった。 

 
2）具体的サポート希求内容の質的検討（KJ法） 

具体的サポート希求内容回答者181名から、全221
コード抽出された。これらのコードは、「食変容」

「食変容を含む複数行動」「その他具体的行動」

「総合変容」のカテゴリーからなる『標的行動』

と、「全般」「一方向の情報提供」「双方向のコミ

ュニケーション」「環境」「インセンティブ」から

なる『サポート形態区分』の2軸で整理された資料

1。標的行動軸は、サポートを必要とする行動の特

徴から、食事、食事のサポートなどの食に焦点を当

てた「食変容」、運動のサポート、ストレッチ指導

などの運動に焦点を当てた「運動変容」、睡眠時間

を管理できるアプリを使うことなど睡眠に焦点を当

てた「その他の変容」、始めるためのきっかけ作

り、持続するためのサポート、体重コントロールに

ついてなどの生活習慣全般の変容の「総合変容」の

小カテゴリーが含まれた。これらから、最も多くの

希求がみられた「食の行動変容に関するサポート」

が単独回答であった場合を「食変容」とし、食変容

に加え運動などの行動変容に関するサポートにも回
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答があった場合を「食変容を含む複数行動」、食の

行動変容に関するサポート以外の具体的な行動変容

に関するサポートの回答があった場合を「その他具

体的行動」、生活習慣全般の変容などに関するサポ

ートのみの回答であった場合を「総合変容」として

標的4区分に再区分した。続いて、前述、標的行動

軸は、サポート手段の違いから、レシピ紹介などの

「一方向の情報提供」、自分のライフスタイルにあ

った運動のアドバイスなどの「双方向のコミュニケ

ーション」、会社の中に栄養士などの「環境」、ジ

ムなどの補助金などの「インセンティブ」、「全

般」の5つのサポート形態区分軸で整理された。

「全般」には、食事、運動、持続するためのサポー

トなどのサポート形態を特定しないコードが含まれ

た。このうち「一方向の情報提供（68コード）」と

「双方向のコミュニケーション（70コード）」は、

全122コードの3割以上を占めた（各30.8%、

31.7%）さらに、標的行動別にサポート形態区分を

整理したところ、『標的行動』ごとの『サポート形

態区分』のコード数は、「食変容」では「一方向の

情報提供」の31コード（58.5%）に対し、「環境」

が3コード（5.7％）であったが、食を含まない「そ

の他具体的行動」では「環境」「インセンティブ」

が15コード（32.6％）、13コード（28.3%）を占

め、「総合変容」では「双方向のコミュニケーショ

ン」が41コード（49.4%）を占めた。また、「双方

向のコミュニケーション」「環境」では、いずれの

標的行動においても「人」を介したサポートが含ま

れ、食事の写真を見せてアドバイスをしていただく

サポート、専門家による生活の実態確認、定期的な

カウンセリング、定期的な医師の助言、運動する仲

間がいるとできると思うがいないとなかなか取り組

めない、継続をする為に報告ができる人が必要など

のコードが確認された。 

3）具体的サポート希求内容の回答有無による対象

者の特徴の検討 

具体的サポート希求回答者と無回答者の特徴（属

性、保健指導レベル、受診勧奨の有無、行動変容ス

テージ）の相違を検討したところ、回答者は、受診

勧奨がある者の割合（76.8%）が無回答者

（60.7%）と比べて高かった（p<0.001）。また、

回答者の行動変容ステージは、無関心期の割合が

8.3%と1割未満であり、無回答者の20.6%と比べて

低かった（p=0.002）。 

4）抽出した各カテゴリー該当者の特徴の検討 

標的行動の該当区分（食変容、食変容を含む複数

行動、その他具体的行動、総合変容）によって、属

性、受診勧奨の有無、保健指導レベル、行動変容ス

テージに相違はみられなかったが、サポート形態の

該当区分（一方的な情報提供、双方向のコミュニケ

ーション、環境、インセンティブ、全般）では、

「保健指導レベル」で相違がみられ、積極的支援該

当者が「一方向の情報提供」「環境」「インセンテ

ィブでは、各々6名（40.0%）、4名（26.7%）、5名
（33.3%）みられた一方、「双方向のコミュニケー

ション」は0名（0％）であった（p=0.086）。 

(2) PHR を用いた保健指導で行動変容を促すための

手法の検討－PHR サービスを保健指導として活

用している保健師や管理栄養士へのインタビュ

ー調査－【支援者側観点】 
1）対象者の特徴 
 インタビュー参加者は、保健師7名（31.8％）、

管理栄養士15名（68.8％）で、PHRを用いた保健指

導の経験年数は、1年未満が5人（22.7％）、1年以
上5年未満が12人（54.5％）、5年以上10年未満が2
人（9.1％）、10年以上が3人（13.6％）であった。 
 「PHRを用いた保健指導の行動変容効果に対する

認識」では、全対象者が5点以上で評価し、平均得

点7.4（SD＝1.7）であったのに対し、「対象者の

PHR利活用の容易さに対する認識」では、3点以下
が2人（9.1％）みられ、平均得点も6.0（SD=2.0）
と低かった。 
 
2）保健指導対象者を対象としたPHR利活用による

行動変容促進の手法 【解析中】 

対象者の行動変容に向けて用いるPHR機能とし

て、「モニタリング機能」や「チャット機能」「目

標設定機能」等あげられた。歩数や食事記録など

「モニタリング（データ入力とそれに基づくフィー

ドバック）機能」は、行動や身体状況の“可視化”

による対象者の“気づき”によって、チャット機

能」は、利活活用状況に合わせた“励まし”や目標

達成状況等に対する“評価”が得られることによっ

て、対象者の行動のきっかけや強化につながること

が期待され、高頻度で用いられていた。 
また、PHRの利活用により行動変容につなげる上

で、PHR導入期（使用1週間以内）、開始期（開始1
ヶ月以内）の支援頻度や支援内容が重要視されてお

り、PHRに対する関心やITリテラシーに合わせた導

入の検討、電話等を含む説明・フォローアップの実

施、さらにPHRの受容や行動変容に向けた意欲（行

動変容ステージ）の低い人に対し「モニタリング機

能のみを使用してもらう」など、対象者の特性に合

わせた限定したPHR機能の提案等が行われていた。 
 

D．考察 
本研究では、PHR利活用による行動変容促進モデ

ル構築に向け、PHR利用者（対象者）PHRを用い

た保健指導実施者（支援者）双方の観点からモデル

の構成概念（行動変容のメディエーター）の抽出を

試みた。その結果、まず、対象者側の観点から、対

象者が希求するサポートには「行動変容の標的（標

的行動）」があり、標的行動ごとに希求する「サポ
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ート形態」が異なること、そのサポート希求状況や

内容は、対象者の特性（行動変容ステージや保健指

導レベル）によっても異なる可能性が示唆され、

PHR利活用による行動変容の促進には、個々人のニ

ーズや行動変容ステージ、保健指導レベル等の背景

を踏まえた「PHRの機能」推奨の必要性がうかがえ

た。さらに、現在解析中であるが、保健指導実施者

（支援者）側の観点からも、対象者のPHRに対する

関心やITリテラシー、行動変容に対する態度（行動

変容ステージなど）等を考慮した個々人の「タイミ

ング」に適合した「PHR機能」の推奨が、PHRの

受容や利活用による行動変容の開始・継続の動機づ

けを促す可能性がうかがえた。加えて、支援者側

は、PHRの利活用が対象者の行動変容につながりや

すくなるという効果に対する認識（効力期待）を有

する一方、現在のPHRの対象者にとっての利活用の

「容易さ」「使いやすさ」には課題を感じているこ

とも示唆された。 
 
E．結論 

PHRの利活用による行動変容には、対象者の健康

状態（保健指導レベルや受診勧奨状況）や、行動変

容に対する態度（行動変容ステージ）、ITリテラシ

ー等を考慮した「サポート形態（支援法）」や「標

的行動」の検討が必要となる可能性が示唆された。

これらを踏まえた上で、どの「PHR機能」をどのタ

イミングで、どの程度（どのように）専門職である

「人」が関わり支援していけばよいか、エビデンス

構築を進め、PHRが実践で適用しやすい形で利活用

できるような仕組み（PHRの改善やそれを用いた支

援体制）を構築していくことが望まれる。 
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  発表者氏名   タイトル名  発表学会  発表地   発表年 

玉浦 有紀 PHR利用者が生活習慣改善のた
めに求めるサポートの特徴と行
動変容ステージの関連 

第27回日本病態
栄養学会 
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令和６年５月８日 
厚生労働大臣  

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）     

機関名 国立研究開発法人 
国立国際医療研究センター 

 所属研究機関長 職 名 理事長 

氏 名 國土典宏 

次の職員の（令和）５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理に

ついては以下のとおりです。 

１．研究事業名  循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 

２．研究課題名 ヘルスケアICTツールを通じたPHRの利活用による行動変容促進モデル構築のための研究 

３．研究者名  （所属部署・職名） 研究所 糖尿病情報センター・医療政策研究室長 

 （氏名・フリガナ） 杉山雄大 （スギヤマ タケヒロ）

４．倫理審査の状況 

該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み 審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
□ ■ □ □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
□ ■ □ □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称： ） 
□ ■ □ □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項） 

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：  ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。
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令和6年 4月  1日 
厚生労働大臣  殿 

機関名 国立大学法人 東京大学 

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 藤井 輝夫

次の職員の令和５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

１．研究事業名 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業

２．研究課題名 ヘルスケア ICT ツールを通じた PHR の利活用による行動変容促進モデル構築

のための研究

３．研究者名  （所属部署・職名）  大学院医学系研究科公衆衛生学分野・教授

（氏名・フリガナ）  東 尚弘・ヒガシ タカヒロ

４．倫理審査の状況

該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み 審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
■ □ ■ 新潟県立大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
□ ■ □ □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称： ） 
□ ■ □ □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：  ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。
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【HY R5-04】

2024 年 4 月 1 日
厚生労働大臣
（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿
（国立保健医療科学院長）

機関名 慶應義塾大学
大学院経営管理研究科

所属研究機関長 職 名 委員長

氏 名 中村 洋

次の職員の令和５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

１．研究事業名 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業

２．研究課題名 ヘルスケアICTツールを通じたPHRの利活用による行動変容促進モデル構築のための研究

３．研究者名 （所属部署・職名） 大学院経営管理研究科・教授

（氏名・フリガナ） 後藤 励 （ゴトウ レイ）

４．倫理審査の状況

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※1）

審査済み 審査した機関 未審査（※2）

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3）
□ ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
□ ■ □ □

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■ 未受講 □

６．利益相反の管理

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ）

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容： ）

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。
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2024 年 4 月 1 日 
厚生労働大臣  

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）     

 機関名 新潟県立大学

 所属研究機関長 職 名 学長 

氏 名 若杉隆平 

次の職員の（令和）５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理に

ついては以下のとおりです。 

１．研究事業名  循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 

２．研究課題名 ヘルスケアICTツールを通じたPHRの利活用による行動変容促進モデル構築のための研究 

３．研究者名  （所属部署・職名） 人間生活学部健康栄養学科・講師 

 （氏名・フリガナ） 玉浦有紀 （タマウラ ユキ）

４．倫理審査の状況 

該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み 審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
■ □ ■ 新潟県立大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
□ ■ □ □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称： ） 
□ ■ □ □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項） 

「PHR サービスを保健指導として活用している保健師や管理栄養士へのインタビュー調査」にあたっては、新潟県立大学
の倫理審査委員会にて「一般」区分で承認を得て実施した 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：  ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。
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2024 年 4 月 1 日 
厚生労働大臣

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）

機関名 株式会社JMDC

所属研究機関長 職 名 代表取締役

氏 名 野口 亮 

次の職員の（令和）５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理に

ついては以下のとおりです。

１．研究事業名 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業

２．研究課題名 ヘルスケア ICT ツールを通じた PHR の利活用による行動変容促進モデル構築のための研究  

３．研究者名  （所属部署・職名） 執行役員(医療機関支援本部管掌)

（氏名・フリガナ） 徳渕 慎一郎（トクブチシンイチロウ）

４．倫理審査の状況

該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み 審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
□ ■ □ □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
□ ■ □ □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称： ） 
□ ■ □ □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 □ 無 ■（無の場合は委託先機関：国立国際医療研究センター）

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。
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